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社会全体で取り組むための連携・協働1

　第２章で述べた各施策を着実に実施していくためには、学校だけではなく、家庭や地

域の住民、大学、企業、ＮＰＯなど様々な主体と教育の意義や方向性を共有し、連携・協

働して取り組んでいくことが重要です。

　このため、第３期計画は、教育行政の関係者はもとより、教育に関わる全ての人々

が、教育の意義や方向性を共有しながら、これからの埼玉教育の未来を共に描き、創っ

ていくための共通の指針となるよう策定しています。教育を共に担う市町村、学校、家

庭、地域、大学・企業などには、以下のような役割等を期待するとともに、本県としては、

それぞれの教育力の結集に力を尽くし、社会全体で本計画を推進していきます。

　市町村は、学校の管理運営や生涯学習機会の提供など、県民に身近な教育行政を

担当しています。

　一方、県は広域自治体としての方針の策定や市町村における教育事業への支援を

行うことなどにより、全県的な教育水準の維持向上に努めています。

　そのような中で、本県では、「埼玉県学力・学習状況調査●＊」や「埼玉の子ども７０万

人体験活動●＊」、「学校応援団●＊」の推進など、市町村との連携・協力の下、様々な施策

を推進してきました。

　今後、市町村においては、「学校応援団●＊」や「放課後子供教室●＊」などの取組を基

に、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えるとともに、学びを通して地域の住民

のつながりを深め、地域の活性化に向けた活動が推進されることを期待します。

　県としては、市町村の主体性を尊重しつつ、市町村に対する支援や広域調整機能を果

たすとともに、市町村と連携・協働し、本県全体の教育水準の維持向上に取り組みます。

　県は、市町村立学校における教育活動が充実するよう、市町村への指導や助言、援

助などを通じて支援しています。

　県立学校に対しては、設置管理者としてのマネジメント機能を発揮し、必要な指導、

助言、情報提供を行います。また、各県立学校がその特性を最大限に発揮し、主体的な

学校運営ができるよう、課題解決や授業力の向上などに向け、チームで対応する体制

づくりなどを支援しています。

　学校は、子供たちの教育を中心的に担っており、本計画を実効性のあるものとしてい

く上でも、学校の取組が何よりも重要です。学校には、本計画の基本理念を共有すると

ともに、県や市町村などと連携・協力し、地域の実情や児童生徒の実態に応じて主体的

に教育施策に取り組むことを期待します。

　特に、新しい時代に求められる資質・能力の育成に向けた新学習指導要領の円滑な

実施や、学校と地域がパートナーとして双方向に連携・協働していくことなど、新たな課

題に積極的に対応していくことを期待します。

市 町 村1

学 校2
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　家庭は全ての教育の出発点であり、各家庭が子供の教育に対して第一義的な責任

を有することは教育基本法に明記されています。各家庭がその役割をしっかりと自覚

し、子供の基本的な生活習慣や倫理観、自制心や自立心などを育んでいくことが求めら

れています。

　そのためには、学校と家庭が役割分担を明確にした上で相互に連携・協働していくこ

とが重要です。

　また、核家族化などに伴い、子育ての経験や知恵が継承されないため、子育ての悩

みや不安を身近に相談できる相手がいないことや、子育てに関する多くの情報の中か

ら適切な情報を取捨選択することの難しさも指摘されており、親子の育ちを支えていく

ことは大きな課題です。

　これまで本県では、「親の学習●＊」など家庭教育支援のための学習機会を提供すると

ともに、子育てや教育について気軽に相談・交流できる場を設けるなど、子育てを支援

してきました。

　今後も、学校と家庭の連携・協働を進めるとともに、家庭の教育力の向上のための機

会を設けるなど家庭教育支援に取り組みます。
　県は、市町村立学校における教育活動が充実するよう、市町村への指導や助言、援

助などを通じて支援しています。

　県立学校に対しては、設置管理者としてのマネジメント機能を発揮し、必要な指導、

助言、情報提供を行います。また、各県立学校がその特性を最大限に発揮し、主体的な

学校運営ができるよう、課題解決や授業力の向上などに向け、チームで対応する体制

づくりなどを支援しています。

　学校は、子供たちの教育を中心的に担っており、本計画を実効性のあるものとしてい

く上でも、学校の取組が何よりも重要です。学校には、本計画の基本理念を共有すると

ともに、県や市町村などと連携・協力し、地域の実情や児童生徒の実態に応じて主体的

に教育施策に取り組むことを期待します。

　特に、新しい時代に求められる資質・能力の育成に向けた新学習指導要領の円滑な

実施や、学校と地域がパートナーとして双方向に連携・協働していくことなど、新たな課

題に積極的に対応していくことを期待します。

家 庭3
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　子供は地域での日常的なふれあいや様々な体験を通して、温かく育まれるとともに

社会性も身に付けることができます。今後、人生１００年時代●＊を迎え、地域には多様な

人的・物的資源が増えていくことが見込まれます。

　本県では、「学校応援団●＊」が全ての小・中学校で活動しています。また、県内に居住

する子供たちがいずれかの「子ども大学●＊」に参加できる体制が整っています。

　今後は、「社会に開かれた教育課程●＊」や「社会に開かれた学校」づくりを推進して

いくため、地域と学校との関係を、地域による学校の支援から、地域と学校の双方向の

連携・協働へと発展させていくことが必要です。そして、相互に意見を出し合い、学び合

うことを通して、地域の将来を担う人材を育成するとともに、学校が地域の中で役割を

果たす存在となり、学校と地域の新しい関係を構築していくことが期待されます。

　本県は首都圏にあり交通網が発達していることから、世界をリードする研究機関・大

学・企業が多く立地しています。本県の教育の質を高める上で、これらの機関との連携・

協働は大変重要です。

　本県ではこれまでも、大学や研究機関と連携したグローバル化に対応する教育の推

進や、企業と連携したキャリア教育●＊の実施、大学やＮＰＯなどが連携して実施する「子

ども大学●＊」の推進などを進めてきました。

　また、「埼玉県学力・学習状況調査●＊」の分析や「協調学習●＊」の研究、教職員の研修

なども、様々な大学と連携して実施しています。

　今後も、大学・企業・研究機関・ＮＰＯ等と連携した教育の実施や、教育の質の向上に

向けた研究・研修等の取組を推進していきます。

地 域4

大 学 ・ 企 業 な ど5
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計画の 着実な実現2

　本計画に掲げた施策を進めるに当たっては、ＰＤＣＡ●＊に基づく政策マネジメントサイ

クルを踏まえ、翌年度の具体的な事業を検討することが重要です。

　このため、本計画においては、より効果的・効率的な教育政策の企画・立案などを行う

観点や、県民への説明責任を果たす観点から、客観的な根拠を重視した行政運営

（ＥＢＰＭ●＊）にも留意しつつ、施策ごとに分かりやすい指標を設定します。その指標も参

考としながら、毎年度、施策の成果を評価し、公表します。また、各施策の担当部署・関

連部署を明確化しつつ、中長期的に対応すべき課題も踏まえながら進捗管理を行って

いきます。

　このような取組を通じて、効果的な教育行政の推進に資するとともに、県民への説明

責任を果たしていきます。

施 策 評 価 の 実 施1

各 年 度 に お け る 重 点 施 策 の 策 定2

　本計画は、平成３１年度（２０１９年度）からの５年間に取り組むべき教育施策を体系

的に明らかにしています。この計画を実現するためには、各年度において、効果的かつ

着実に様々な事業を展開していかなくてはなりません。

　このため、計画期間中の各年度における重点的な取組を定めた「埼玉県教育行政重

点施策」を策定し、本計画の実現に取り組みます。
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　本県の財政は、異次元の高齢化などに伴い、社会保障費などの経常的経費が年々

増加すると予想されます。一方で、歳入は経済動向などの影響を大きく受け、一時より

税収が増加しているものの、先行きは不透明な状況です。そのため、当面は厳しい財政

運営が続くと予想されます。

　このような状況において、県民一人一人が豊かな人生を送るとともに、本県が持続的

に発展していくためには、他者と協働しながら自らの可能性を最大限に伸ばし、生涯に

わたって輝き続けられる人材を社会の担い手として育成していくことが求められていま

す。

　教育は、一人一人の未来とともに社会の礎となるものです。すなわち、個人の社会的

自立の基礎を築き幸福を実現するものであるとともに、その成果は、教育を受けた本人

のみならず広く社会全体に還元され、社会の安定や維持・発展の原動力となります。

　子供たちの将来のために、また、本県の持続的な発展のために、県民の理解を得な

がら、本計画の実現に必要な予算の充実・確保に努めます。

　また、国に対しても教育予算の拡充や教職員定数の改善について積極的に働き掛け

ます。

教 育 予 算 の 充 実 ・ 確 保3
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3 指標

　　 第３期計画の目標の進捗状況を把握するため、以下のことに留意しつつ指標を設定します。

（１） 指標は、現在の水準等を踏まえつつ、施策の達成状況を把握するために必要かつ適切であるもの

を精選の上で設定したこと。

（２） 指標の活用や関連する施策の展開に当たっては、その数値の達成が自己目的化され、本来の目指

すべき状況とのかい離や望まざる結果を招かないよう、十分留意することが必要であること。

（３） 各指標によって目標の達成状況を測ることができる程度は異なり、指標のみをもって目標の達成状

況に係る全ての要因を評価することは困難であることに留意する必要があること。

（４） 計画の実施状況のフォローアップに当たっては、指標の推移に加え、関連する情報も含め、多角的

な評価を行うことが重要であること。また、子供や保護者などが置かれている環境は様々であること

から、個々の状況に配慮しながら、各施策の実施・評価に取り組んでいくことが求められること。

目標Ⅰ◦確かな学力の育成
施策1   一人一人の学力を伸ばす教育の推進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

学力・学習状況
調査における学
力状況

36

・全国学力・学習
状 況 調 査 に
おいて、全国平
均 正 答 率（ 公
立）を１ポイン
ト以 上 上 回っ
た教科区分の
数

・全国学力・学習状況調査に
おいて、全国平均正答率（公
立）を１ポイント以上上回っ
た教科区分（国語、算数・数
学の調査種別）の数。

・全国学力・学習状況
調査の小・中の教科
区分（国語、算数・数
学）において全国平
均正答率を１ポイン
ト以上上回ると全国
トップクラスの水準
になることから、この
目標値を設定した。

（※全国平均正答率
は小数値、県平均正
答率は整数値で公表
されるため、確実に全
国平均正答率を１ポ
イント以上上回ったも
のをカウントする。）

小学校6年生
0教科区分

中学校3年生
0教科区分

（平成30年度）

小学校6年生
全教科区分

中学校3年生
全教科区分

（平成35年度）

・「埼玉県学力・学
習状況調査 」
において、学力
を１２段階中２
段階以上伸ば
した 児 童 生 徒
の割合

・「埼玉県学力・学習状況調査」
において、小学校４年生から
６年生まで及び中学校１年
生から３年生までの２年の
間に、国語及び算数・数学の
学力を１２段階中２段階以上
伸ばした児童生徒の割合。

　児童生徒の学力向上のた
め、全国との比較及び児童生
徒一人一人の学力の伸びの
両面を把握する必要があるこ
とから、この指標を選定した。

・埼 玉 県５か 年 計 画
における平成３３年
度 の 目 標 値（ 小 学
校 6 9 . 2 ％ 、中 学 校
55.2％）を踏まえ、こ
れを更に向上させる
ことを目指し、目標
値を設定した。

小学校
（4年生→6年生）

60.7％
中学校

（1年生→3年生）
32.9％

（平成29年度）

小学校
（4年生→6年生）

69.2％以上
中学校

（1年生→3年生）
55.2％以上

（平成35年度）

※背景に■が敷かれた指標は、埼玉県５か年計画に基づき設定したものです。
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施策２   新しい時代に求められる資質・能力の育成
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

「主体的・対話的
な深い学び」の
実施状況

40

・「主体的・対話
的な深い学び」
に 関 する研 修
を 受 講し授 業
を 行った 教 員
数

・「主体的・対話的な深い学
び」に関する研修を受講し授
業を行った教員の人数。

・毎年約１，０００人に
対して研修を実施し

「主体的・対話的な
深い学び」を実現す
る授業を実践できる
教員を増やすことを
目指して、平成３５
年度までの累計値と
して、目標値を設定
した。

7,057人
（平成29年度末）

13,000人
（平成35年度末）

・協調学習 マイ
スタ ー による
研修等の回数

・協調学習マイスター認定教
員が校内、校外において授
業改善に係る研修等を行っ
た回数。

　児童生徒の「主体的・対話
的な深い学び」を実現するた
め、より多くの教員の資質能
力を向上させるとともに、授
業改善を推進することが重要
であることから、この指標を選
定した。

・現状値の３倍程度
に実績を伸ばすこと
を目指し、目標値を
設定した。

67回
（平成29年度）

200回
（平成35年度）

将来の夢や目標
を持っていると
回答した児童生
徒の割合

　全国学力・学習状況調査
の質問紙調査において「将来
の夢や目標を持っている」と
いう質問に「当てはまる」又は

「どちらかといえば、当てはま
る」と回答した児童生徒の割
合。

　新しい時代に求められる資
質・能力を育成することが、将
来の夢や目標を描ける児童
生徒が増えることにつながる
ことから、この指標を選定し
た。

　新しい時代に求め
られる資質・能力を育
成することにより、全
国トップの水準にな
ることを目指して、目
標値を設定した。

小学校6年生
85.7％

中学校3年生
74.4％

（平成30年度）

小学校6年生
95.0％

中学校3年生
80.0％

（平成35年度）
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施策３   伝統と文化を尊重しグローバル化に対応する教育の推進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

地域の歴史や自
然について関心
があると回答し
た児童生徒の割
合

　埼玉県学力・学習状況調査
の質問紙調査において、「埼
玉県や今住んでいる市町村
の歴史や自然について関心
がある」という質問に「そう思
う」又は「どちらかといえばそ
う思う」と回答した児童生徒
の割合。

　伝統と文化を尊重し、国際
社会の平和と発展に寄与する
態度を身に付けるためには、
まず自分の住む郷土を知るこ
とが原点であることから、この
指標を選定した。

　 郷 土 教 育、伝 統と
文化に関する教育を
推進することにより、
小学校で８割の児童
が、中学校で６割の
生徒が地域の歴史や
自然について関心を
持つことを目指して、
目標値を設定した。

小学校5年生
71.3％

中学校2年生
42.1％

（平成29年度）

小学校5年生
80.0％

中学校2年生
60.0％

（平成35年度）

42
中学校・高等学
校卒業段階にお
ける英語力

・中学校卒業段
階でＣＥＦＲ
のＡ１レ ベル
相当（英検３級
等）以上を達成
した 生 徒 の 割
合

・高等学校卒業
段階でＣＥＦＲ
のＡ２レ ベル
相当（英検準２
級等）以上を達
成した 生 徒 の
割合

　ＣＥＦＲの各レベル相当以
上を達成した生徒の割合。

　国の第３期教育振興基本
計 画 の 測 定 指 標で あり、グ
ローバル社会で活躍するた
めには、外国語で多様な人々
とコミュニケーションを図るこ
とができる基礎的な力を育成
する必要があることから、この
指標を選定した。

　 国 の 第 ３ 期 教 育
振興基本計画におい
て、中 学 校 及 び 高 等
学校卒業段階におい
て各レベル相当以上
を達成した生徒の割
合を５割以上にする
ことを目指しているこ
とを踏まえ、目標値を
設定した。

中学校
41.9%

高等学校
34.5%

（平成29年度）

中学校
50.0%以上
高等学校

50.0%以上
（平成35年度）

施策４   技術革新に対応する教育の推進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

授 業 中 に ＩＣ
Ｔ を活用して
指 導 する能 力
がある高 校 教
員の割合

　文部科学省の｢学校にお
ける教 育 の 情 報 化 の 実 態
等に関する調査｣において、
公立高等学校教員のうち授
業にＩＣＴを活用することが

「わりにできる」、「ややでき
る」と回答した教員の割合。

　国の第３期教育振興基本
計画の測定指標であり、生
徒のＩＣＴの活用を含めた
情報活用能力 の育成を図
るためには、教員にＩＣＴを
活用して指導する能力が必
要であることから､この指標
を選定した。

　技術革新に対応
した教育を実施する
ため、全ての教員が
ＩＣＴを適切に活用
できることを目標と
した。

79.2％
（平成28年度）

100％
（平成35年度） 44
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施策５   人格形成の基礎を培う幼児教育の推進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

教育課程の接続
に向けた小学校
区等における幼
稚園・保育所・認
定こども園 ・小
学校関係者によ
る協議会等の実
施の割合

　小学校に対するアンケート
調査において、幼児期の教育
と小学校教育との円滑な接続
を目標に、小学校区等の幼稚
園・保育所・認定こども園・小
学校関係者による協議会等
を実施していると回答した割
合。

　幼児期の教育と小学校教育
との円滑な接続に向け、小学
校区等の幼稚園・保育所・認
定こども園・小学校関係者に
よる協議会等を実施すること
により、相互の教育・保育への
理解の深化が図られることが
必要なことから、この指標を
選定した。

　幼児期の教育と小
学校教育との円滑な
接続のために、全て
の小学校において幼
稚園・保育所・認定こ
ども園・小 学 校 関 係
者による協議会等を
実施することを目標と
した。

37.9%
（平成29年度）

100％
（平成35年度） 46

目標Ⅱ◦豊かな心の育成
施策６   豊かな心を育む教育の推進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

身に付けている
「 規 律 あ る 態

度」の状況

50

・児童生徒の８
割以上が身に
付けている「規
律ある態度」の
項目数の割合

・県が設定した「規律ある態度」
（各学年１２項目）のうち、

小学校２年生～中学校３年
生の８割以上が身に付けて
いる項目の割合。

・「規律ある態度」の全
ての項目について、
児童生徒の８割以
上 が 達 成できれ ば
規 律ある態 度 が 身
に付き、基本的な生
活・学習習慣の改善
が期待できることを
踏まえ、目標値を設
定した。

小学校
93.3%
中学校
91.7%

（平成29年度）

小学校
100%

中学校
100%

（平成35年度）

・身に付けた「規
律ある態度」の
項目数を伸ば
した 児 童 生 徒
の割合

・小学校４年生から６年生ま
で及び中学校１年生から３
年生までの間に、身に付け
た「規律ある態度」の項目数
を伸ばした児童生徒の割合

（小４・小６の両時期に全
項目を身に付けている児童
を含む。中学生も同様。）。

　「規律ある態度」を着実に
身に付けさせるためには、全
体の達成状況に加え、個々の
児童生徒の達成状況を把握
する必要があることから、この
指標を選定した。

・埼 玉 県５か 年 計 画
における平成３３年
度 の 目 標 値（ 小 学
校 5 6 . 0 ％ 、中 学 校
57.0％）を踏まえ、こ
れを更に向上させる
ことを目指し、目標
値を設定した。

小学校
54.7%
中学校
48.8%

（平成29年度）

小学校
56.0%以上

中学校
57.0%以上

（平成35年度）
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施策７   いじめ防止対策の推進と生徒指導の充実
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

いじめの解消率

　県内公立小学校、中学校、
高等学校、特別支援学校にお
けるいじめの認知件数のう
ち、認知年度内に解消された
件数の割合。

　国の第３期教育振興基本
計画の測定指標であり、いじ
めが児童生徒にとって重大な
事案であり、早期発見・早期対
応により、いじめの解消に努
める必要があることから、この
指標を選定した。

　一人一人の児童生
徒にとって明るく安心
して学べる学校であ
るために、認知したい
じめを全て解消する
ことを目指し、目標値
を設定した。

81.9%
（平成29年度）

100%
（平成35年度） 52

施策８   人権を尊重した教育の推進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

新しい「人 権 感
覚育成プログラ
ム」を活 用でき
る教員を育成し
た学校の割合

　小・中・高等学校教員のう
ち、新しい「人権感覚育成プロ
グラム（平成３０年度版）」を
活用できる教員を育成する人
権感覚育成指導者研修等に
参加し、授業等で実践できる
教員が２人以上となった学校
の割合。

　学校における人権教育の
指導方法の充実を図り、児童
生徒の豊かな人権感覚を育
むため、この指標を選定した。

　 新しい「人 権 感 覚
育 成プ ログラム（ 平
成３０年度版）」を活
用した参加体験型の
学習を実践すること
が児童生徒の「豊か
な人権感覚」の育成
につながることから、
小・中・高等学校にお
いて各学校２人以上
の指導者を育成する
ことを目指し、目標値
を設定した。

－ 100%
（平成35年度） 54

目標Ⅲ◦健やかな体の育成
施策９   健康の保持増進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

毎日朝食を食べ
ている児童生徒
の割合

　全国学力・学習状況調査
において、毎日朝食を食べて
いる児童生徒の割合。

　国の第３期教育振興基本
計画の測定指標であり、食育
の推進では、子供たちの「望ま
しい食習慣」の育成を目指し
ている。毎日朝食を食べる習
慣は、「望ましい食習慣」の基
本であることから、この指標を
選定した。

　全国的に毎日朝食
を食べる児童生徒が
減少傾向にある中で、
小学校・中学校ともに
全国トップの水準に
なることを目指し、目
標値を設定した。

小学校6年生
86.6%

中学校3年生
80.7%

（平成30年度）

小学校6年生
90.0%

中学校3年生
90.0%

（平成35年度）

58
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施策１０   体力の向上と学校体育活動の推進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

体力の目標達成
状況

60

・体 力 テストの
５段階絶対評
価で目標を達
成した 学 校 の
割合

・体力テストの５段階絶対評
価で上位３ランク（Ａ＋Ｂ＋
Ｃ）の児童生徒の割合が校
種別の目標値（小学校80％、
中学校85％、全日制高等学
校90％）に到達した学校の
割合。

・埼 玉 県５か 年 計 画
における平成３３年
度 の 目 標 値（ 小 学
校 7 0 . 0 ％ 、中 学 校
60.0％、全日制高等
学校55.0％）を踏ま
え、これを更に向上
させることを目指し、
目標値を設定した。

小学校
75.1%
中学校
63.8%
全日制

高等学校
50.7%

（平成29年度）

小学校
80.0%以上

中学校
65.0%以上

全日制
高等学校

55.0%以上
（平成35年度）

・体 力 テスト８
項目中５項目
以 上 個々の 目
標 を 達 成した
児童生徒の割
合

・体力テスト８項目中５項目
以上、個々の目標を達成した
児童生徒の割合。

　客観的な基準により体力向
上の状況を示す数値と、一人
一人の伸びを示す数値の両
面から児童生徒の体力の推
移を把握する必要があること
から、この指標を選定した。

・埼 玉 県５か 年 計 画
における平成３３年
度 の 目 標 値（ 小 学
校 5 5 . 0 ％ 、中 学 校
53.0％、全日制高等
学校57.0％）を踏ま
え、これを更に向上
させることを目指し、
目標値を設定した。

小学校
54.2%
中学校
53.0%
全日制

高等学校
54.7%

（平成29年度）

小学校
55.0%以上

中学校
54.0%以上

全日制
高等学校

57.0%以上
（平成35年度）

目標Ⅳ◦自立する力の育成
施策１１   キャリア教育・職業教育の推進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

職場体験やイン
ターンシップ を
実施した高等学
校の割合

　国立教育政策研究所生徒
指導研究センターのインター
ンシップの実施状況調査にお
ける公立高等学校（さいたま
市立を除く。）の実施率。

　職場体験やインターンシッ
プの実施により、勤労観・職業
観を育成し、働くことに対する
望ましい見方や考え方が形成
されることから、この指標を選
定した。

　全国平均値を上回
ることを目指し、目標
値を設定した。

80.2%
（平成28年度）

85.0%以上
（平成35年度）

64

特別支援学校高
等部で一般就労
を希望する生徒
の就職率

　県立特別支援学校高等部
の生徒のうち、一般就労を希
望した生徒が卒業する時点で
一般就労できた割合（内定を
含む。）。

　一般就労の実現は、特別支
援学校における教育の充実
の成果を示す数値であること
から、この指標を選定した。

　埼玉県５か年計画
における平成３３年度
の目標値（90.0％）を
踏まえ、これをさらに
向上させることを目
指し、目標値を設定し
た。

83.2%
（平成29年度）

90.0%以上
（平成35年度）
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施策１２   主体的に社会の形成に参画する力の育成
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

主体的に社会に
参画していく力
を育成するため
に外部機関と連
携した取組を実
施している高等
学校の割合

　高等学校において主体的
に社会に参画していく力を育
成するために、外部機関と連
携した取組を実施している学
校の割合。

　高等学校学習指導要領に
おいて求められている関係
する専門家・機関との連携の
成果を示す数値であることか
ら、この指標を選定した。

　現状値の２倍程度
に実績を伸ばすこと
を目指し、目標値を設
定した。

30.9％
（平成29年度）

60.0％
（平成35年度） 68

目標Ⅴ◦多様なニーズに対応した教育の推進
施策１３   障害のある子供への支援・指導の充実
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

特別支援学校高
等部で一般就労
を希望する生徒
の就職率（再掲）

　県立特別支援学校高等部
の生徒のうち、一般就労を希
望した生徒が卒業する時点で
一般就労できた割合（内定を
含む。）。

　一般就労の実現は、特別支
援学校における教育の充実
の成果を示す数値であること
から、この指標を選定した。

　埼玉県５か年計画
における平成３３年度
の目標値（90.0％）を
踏まえ、これをさらに
向上させることを目
指し、目標値を設定し
た。

83.2%
（平成29年度）

90.0%以上
（平成35年度） 72

施策１４   不登校児童生徒・高校中途退学者等への支援
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

不 登 校（ 年 間
３０日以上）児
童生徒の数及び
割合

　１年度内に３０日以上欠
席した公立小・中学校の児童
生徒の数及び割合（病気や
経済的な理由による者を除
く。）。

　不登校児童生徒への支援
の成果を示す数値であること
から、この指標を選定した。

　埼玉県５か年計画
における平成３３年
度の目標値（小学校
７３３人以下0.19％以
下、中学校３，７４６人
以下2.01％以下）を踏
まえ、この割合を維持
することを目指し、目
標値を設定した。

小学校
1,368人
0.37%
中学校
5,138人
2.84%

（平成29年度）

小学校
703人以下
0.19%以下

中学校
3,564人以下
2.01%以下

（平成35年度）
76

公立高等学校に
おける中途退学
者数及び割合

　公立高等学校における全
日制・定時制別の中途退学者
の数及び割合。

　中途退学防止に向けた取
組の成果を示す指標であるこ
とから、この指標を選定した。

　現状値を基準とし、
埼玉県５か年計画の
年度ごとの削減目標
幅と同等ペースで減
少させることを目指
し、目 標 値 を 設 定し
た。

全日制
1,055人
0.91%
定時制
387人
8.00%

（平成29年度）

全日制
962人以下
0.84%以下

定時制
341人以下
7.40%以下

（平成35年度）
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施策１５   経済的に困難な子供への支援
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

生活保護世帯に
属する子供の高
等学校等進学率

　生活保護世帯に属する子
供の高等学校（特別支援学校
の高等部等を含む。）、高等専
門学校又は専修学校の高等
課程に入学した者の割合。

　国の第３期教育振興基本
計画の測定指標であり、経済
的に困難な子供への支援の
成果を示す指標であることか
ら、この指標を選定した。

　経済的な理由によ
り進学を断念するこ
とがないよう、２ポイ
ント向上させ全国トッ
プの水準になること
を目指し、目標値を設
定した。

94.3％
（平成28年度）

96.3％
（平成35年度） 78

施策１６   一人一人の状況に応じた支援
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

日本語指導に関
する研修を受講
した教員数

　帰国・外国人児童生徒等に
対する日本語指導のための
研修を受講した教員数。

　帰国・外国人児童生徒が増
加しており、日本語指導につ
いて、より多くの教員の指導力
を向上させる必要があること
から、この指標を選定した。

　毎年１００人以上に
対して研修を実施し、
日本語指導の指導力
が高い教員を増やす
ことを 目 指し、平 成
３５年度までの累計
値として目標値を設
定した。

－ 500人
（平成35年度） 80
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目標Ⅵ◦質の高い学校教育のための環境の充実
施策１７   教職員の資質・能力の向上
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

「主体的・対話的
な深い学び」の
実施状況（再掲）

84

・「主体的・対話
的な深い学び」
に 関 する研 修
を 受 講し授 業
を行った教員数

（再掲）

・「主体的・対話的な深い学
び」に関する研修を受講し
授業を行った教員の人数。

・毎年約１，０００人
に対して研修を実
施し「主体的・対話
的な深い学び」を
実現する授業を実
践できる教員を増
やすことを目指し
て、平 成 ３５年 度
までの累計値とし
て目標値を設定し
た。

7,057人
（平成29年度末）

13,000人
（平成35年度末）

・協調学習 マイ
スタ ー による
研修等の回数

（再掲）

・協調学習マイスター認定
教員が校内、校外において
授業改善に係る研修等を
行った回数。

　児童生徒の「主体的・対話
的な深い学び」を実現する
ため、より多くの教員の資質
能力を向上させるとともに、
授業改善を推進することが
重要であることから、この指
標を選定した。

・現状値の３倍程度
に実績を伸ばすこ
とを目指し、目標
値を設定した。

67回
（平成29年度）

200回
（平成35年度）

教職員の懲戒処
分件数

23件
（うち管理職  3件）

（平成29年度）

0件
（うち管理職   0件）

（平成31年度～
  平成35年度の

各年度）

施策１８   学校の組織運営の改善
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

小・中 学 校 に
おけるコミュニ
ティ・スクール
の数

　小・中学校におけるコミュ
ニティ・スクールの数。

　コミュニティ・スクールの
導入により、学校の組織運営
の改善につながるとともに
学校・家庭・地域の連携・協
働が推進されることから、こ
の指標を選定した。

　設置割合が全校
の約６割となること
を目指し、目標値を
設定した。

281校
（平成30年4月1日）

650校
（平成35年4月1日） 88

県議会による追加

142



施策１９   魅力ある県立高校づくりの推進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

県立学校が策定
した「学 校 の 活
性化・特色化方
針 」を活用して
いる中学校の割
合

　中学校を対象とした「学校
の活性化・特色化方針」の活
用 状 況 に関 するアンケート
調査で「大いに活用した」又は

「活用した」と回答した割合。

　中学生が、県立学校の魅力
をよく知った上で進路選択す
ることが重要であることから、
この指標を選定した。

　中学生が、県立学
校の魅力をよく知っ
た上で進路選択する
ことが重要であるた
め、全ての中学校が
活用することを目標と
した。

70.2%
（平成29年度）

100%
（平成35年度） 90

施策２０   子供たちの安心・安全の確保
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

県立高等学校の
実験実習棟、記
念館等及び食堂
兼合宿所の耐震
化率

　県立高等学校の実験実習
棟、記念館等及び食堂兼合宿
所における「旧耐震基準の建
築物のうち耐震性のある建築
物」及び「新耐震基準の建築
物」の棟数の合計が全棟数に
占める割合。

　生徒が日常的に使用する
施設の耐震性の確保が重要
であることから、この指標を選
定した。

　生徒が日常的に使
用する施設の耐震性
の確保が重要である
ため、目標値を設定し
た。

85.5%
（平成29年度）

100%
（平成34年度） 92

施策２１   学習環境の整備・充実
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

普通教室におい
て無線ＬＡＮが
利用できる環境
にある県立高等
学校の割合

　ホームルームで使用してい
る普通教室において無線Ｌ
ＡＮが利用できる環境にある
県立高等学校の割合。

　新学習指導要領では、学校
においてＩＣＴ 機器等の情
報手段を活用するために必
要な環境を整え、学習活動の
充実を図り、生徒の情報活用
能力 を育成することが求め
られていることから、この指標
を選定した。

　全ての県立高等学
校において、普通教室
で無線ＬＡＮが利用
できることを目標とし
た。

0%
（平成29年度）

100%
（平成35年度） 94
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施策２２   私学教育の振興
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

保護者や地域住
民等の意見を取
り入 れ 、教 育 水
準の向上に取り
組んでいる私立
学校の割合

　全日制高等学校と一定規模
以上の幼稚園における学校
関係者評価 の実施率。

　学校関係者評価が、保護者
や地域住民等の意見を聞き
ながら、学校自ら教育活動を
組織的・継続的に改善する取
組であることから、この指標を
選定した。

　埼玉県５か年計
画の目標年度であ
る平成３３年度に、
高等学校は全校実
施、幼稚園は平成
２７年度のおおむ
ね ２倍とすること
を目指し、目標値を
設定した。

私立高等学校
85.4%

私立幼稚園
60.0%

（平成29年度）

私立高等学校
100%

私立幼稚園
80.0%

（平成33年度）

96

目標Ⅶ◦家庭・地域の教育力の向上
施策２３   家庭教育支援体制の充実
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

「親の学習 」講
座の年間実施回
数

　埼玉県家庭教育アドバイ
ザー が「親の学習」プログラ
ムを活用して行う「親の学習」
講座の年間実施回数。

　家庭の教育力の向上のた
めには「親の学習」を推進する
ことが重要であるため、この
指標を選定した。

　企業等との連携
による講 座、学 習
支援に関する講座
を中心に、実施回
数を毎年度６０回
程度ずつ増加させ
ることを目指し、目
標値を設定した。

1,697回
（平成29年度）

2,000回
（平成35年度） 100

施策２４   地域と連携・協働した教育の推進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

学 校 応 援 コ ー
ディネーターの
人数

　公立小・中学校と「学校応
援団 」の調整（コーディネイ
ト）を行う人の数。

　学校と地域の連携・協働を
進め、社会全体で子供を育て
ることが重要であり、そのつ
なぎ役として「学校応援コー
ディネーター」を増やす必要
があることから、この指標を選
定した。

　埼玉県５か年計
画 に お け る 平 成
３３年度の目標値

（3,100人）を踏ま
え、これを維持する
ことを目指し、目標
値を設定した。

2,341人
（平成29年度末）

3,100人
（平成35年度末）

102

小・中 学 校 に
おけるコミュニ
ティ・スクール
の数（再掲）

　小・中学校におけるコミュ
ニティ・スクールの数。

　コミュニティ・スクールの
導入により、学校の組織運営
の改善につながるとともに学
校・家庭・地域の連携・協働が
推進されるため、この指標を
選定した。

　設置割合が全校
の約６割となるこ
とを目指し、目標値
を設定した。

281校
（平成30年4月1日）

650校
（平成35年4月1日）

144



目標Ⅷ◦生涯にわたる学びの推進
施策２５   学びを支える環境の整備
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

１年間に生涯学
習活動に取り組
んだ人の割合

　県政サポーターアンケート
において、「この１年くらいの
間に『生涯学習活動』をしたこ
とがある」と回答した人の割
合。

　生涯学習活動を実施してい
る人を増やす取組の成果を
示す数値であることから、この
指標を選定した。

　毎年度１ポイント
ずつ実績を伸ばすこ
とを目指し、目標値を
設定した。

67.7%
（平成29年度）

73.0%
（平成35年度） 108

施策２６   学びの成果の活用の促進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

生涯学習を通じ
て身に付けた知
識・技能や経験
等を地域や社会
での活動に生か
している人の割
合

　県政サポーターアンケート
において、「生涯学習を通じて
学んだ知識・技能や経験等を
生活や仕事などに生かしてい
ると思う人のうち、その知識・
技能や経験等を地域や社会で
の活動に生かしている」と回答
した人の割合。

　国の第３期教育振興基本
計画の測定指標であり、生涯
学習を通じて身に付けた知
識・技能や経験等を地域や社
会での活動に生かしている人
を増やす取組の成果を示す
数値であることから、この指標
を選定した。

　生涯学習を通じて
学んだ知識・技能や
経験等を生活や仕事
などに生かしていると
思う人のうち、３人に
１人がその知識・技
能や経験等を地域や
社会での活動に生か
すことを目指し、目標
値を設定した。

28.8%
（平成29年度）

33.0%
（平成35年度） 112

目標Ⅸ◦文化芸術の振興
施策２７   文化芸術活動の充実
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

埼玉県芸術文化
祭への参加者数

　埼玉県芸術文化祭事業へ
の参加者数。

　埼玉県芸術文化祭は、県民
に発表の場を提供することに
より、県民の芸術文化活動へ
の参加意欲の喚起と地域文
化の振興に寄与することを目
的としている。地域に密着し
た事業へ気軽に参加すること
が文化芸術活動の充実につ
ながることから、この指標を選
定した。

　参加者数を１５０万
人にすることを目指
し、目 標 値 を 設 定し
た。

1,468,000人
（平成29年度）

1,500,000人
（平成35年度） 116
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施策２８   伝統文化の保存と持続的な活用
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

県立博物館等の
年間利用者数

　県立博物館等における入
館者数、出前講座参加者数、
出張展示観覧者数などの年
間利用者数。

　博物館等は伝統文化の保
存と持続的な活用の核となる
施設であり、その運営の成果
を示すものであることから、こ
の指標を選定した。

　 年 間 利 用 者 数 を
１００万人にすること
を目指し、目標値を設
定した。

915,000人
（平成29年度）

1,000,000人
（平成35年度） 118

目標Ⅹ◦スポーツの推進
施策２９   スポーツ・レクリエーション活動の推進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

スポーツを週１
回以上行う２０
歳以上の県民の
割合（スポーツ
実施率）

　県政世論調査で週に１回
以上スポーツをすると答えた
２０歳以上の県民の割合。

　スポーツを振興する取組の
成果を示す数値であることか
ら、この指標を選定した。

　国のスポーツ基本
計 画 にお いて、平成
３３年度までにスポー
ツ実施率を65.0％程
度に高めることを目
標としていることを踏
まえ、目標値を設定し
た。

50.2%
（平成29年度）

65.0％以上
（平成35年度） 122

施策３０   競技スポーツの推進
施策指標 指標の定義・選定理由 目標値の根拠 現状値 目標値 頁

国際大会におけ
る埼玉県ゆかり
の選手の８位以
上の年間延べ入
賞者数

　本県ゆかりの選手やチーム
が国際大会において８位以
上で入賞した人数（対象は国
民体育大会正式種目である
４１種目とする。）。

　本県の選手やチームの競
技力の向上を示す数値であ
ることから、この指標を選定し
た。

　入賞者を１割以上
増加させることを目
指し、目標値を設定し
た。

441人
（平成29年度）

500人以上
（平成35年度） 124
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策定の経緯

用語 の解 説



　多様な意見を計画案に反映させるため、14名の有識者からなる「第3期埼玉県教育振興

基本計画策定有識者会議」を設置し、計画案の検討・意見聴取を行った。また、有識者会議

の議論を深めるため、委員の中から6名によるワーキングチームを設置し、予備協議を行っ

た。（設置要綱、委員名簿は別記）

　なお、計画原案の作成等のため関係部局（教育局１７課１センター、知事部局１６課、警察

本部１課）からなる庁内組織を設置した。

１ 第３期埼玉県教育振興基本計画策定有識者会議における意見聴取

　計画案を公表し、埼玉県県民コメント制度に基づき、郵便、ＦＡＸ、電子メールにより意見を

募集した。

募集期間●平成３0年９月１１日～１０月１０日

意見数●２６人から７９件の意見

2 県民からの意見

策 定 経 緯の

▲第２回策定有識者会議
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3 策定までの流れ

年 月 日 事　　項 内　　　容

平成３０年
２月２１日

第１回策定
有識者会議

「第２期計画の進捗状況等」について
「これからの本県教育の目指すべき姿」について

５月１５日 第１回有識者ワー
キングチーム会議

第２回策定有識者会議に向けた協議

６月１日 第２回策定
有識者会議

「基本理念（案）」について
「施策体系（案）」について

７月１１日 第２回有識者ワー
キングチーム会議

第３回策定有識者会議に向けた協議

８月１日 第３回策定
有識者会議

「総論（案）」について
「施策の展開（案）」について

８月２３日 総合教育会議 計画案について知事と教育委員会
（教育長・教育委員）の協議

９月１１日～
１０月１０日

県民コメント 計画案を公表し、県民の意見・提言を募集

１０月５日 県議会文教委員会 計画案を説明

１０月２６日 教育委員会 計画案を審議

１１月２日 知事 計画案を決裁

１２月３日 県議会本会議 第１２６号議案「第３期埼玉県教育振興基本計画の
策定について」を上程

１２月１７日 県議会文教委員会 第１２６号議案「第３期埼玉県教育振興基本計画の
策定について」を審査し、継続審査と決定

平成３１年
３月１日

県議会文教委員会 第１２６号議案「第３期埼玉県教育振興基本計画の
策定について」を審査

３月１５日 県議会本会議 第１２６号議案「第３期埼玉県教育振興基本計画の
策定について」を可決（修正可決）

３月１８日 教育委員会・知事 計画を策定
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第３期埼玉県教育振興基本計画策定有識者会議設置要綱
　（設置）
第１条　埼玉県が教育基本法第１７条第２項の規定に基づき第３期埼玉県教育振興基本計
　画（教育の振興のための施策に関する基本的な計画）を策定するに当たり、幅広い意見を
　反映させるため、第３期埼玉県教育振興基本計画策定有識者会議（以下「有識者会議」と
　いう。）を設置する。
　（構成）
第２条　有識者会議の委員（以下「委員」という。）は、別表のとおりとする。
　（役割）
第３条　有識者会議は、第３期埼玉県教育振興基本計画の策定に関し、必要な意見を述べる。
　（委員の任期）
第４条　委員の任期は、第３期埼玉県教育振興基本計画の策定の日までとする。
　（座長及び副座長）
第５条　有識者会議に座長及び副座長を置く。
２　座長は、委員の互選によりこれを定める。
３　副座長は、委員のうちから座長が指名する。
　（会議）
第６条　座長は、有識者会議を招集し、その議長となる。
２　有識者会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
３　座長は、必要があると認めるときは、有識者会議に必要な者の出席を求めることができる。
４　副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。
　（ワーキングチームの設置）
第７条  有識者会議は、議事を円滑に行うため、ワーキングチームを設けることができる。
２　ワーキングチームにリーダーを置く。
３　ワーキングチームのリーダー及び構成員は、委員のうちから座長が指名する。
　（会議の公開）
第８条　有識者会議は、公開とする。ただし、出席した委員の３分の２以上の多数で議決した
　ときは、公開しないことができる。
　（事務局）
第９条　有識者会議の事務局は、教育局教育総務部教育政策課に置く。
２　有識者会議の庶務は、事務局において処理する。
　（その他）
第１０条　この要綱に定めるほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
　この要綱は、平成２９年１２月２５日から施行する。
　この要綱は、平成３０年４月１８日から施行する。

別記
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第3期埼玉県教育振興基本計画策定有識者会議 委員
氏　名 職　業　等

青　木　　徹 学校法人開智学園理事長

井　上　　裕　子 株式会社井上鉄工所専務取締役

小　谷　　元　子 東北大学材料科学高等研究所長兼
大学院理学研究科教授
国立研究開発法人理化学研究所理事

近　藤　　良　平 振付家　ダンサー

平　田　　敦　子 川口市立元郷中学校学校応援コーディネーター

松　居　　和 音楽家　作家

佐々木　　則　夫 十文字学園女子大学副学長
元サッカー日本女子代表監督

今　村　　久　美＊ 認定特定非営利活動法人カタリバ代表理事

江利川　　毅◎ 公益財団法人医療科学研究所理事長
前公立大学法人埼玉県立大学理事長
元人事院総裁

大　石　　幸　二＊ 立教大学現代心理学部心理学科、
現代心理学研究科臨床心理学専攻教授　

曽　根　　一　男＊ 県立所沢高等学校校長

田　島　　真里奈＊ 県立日高高等学校教諭

戸ヶ﨑　　勤＊ 戸田市教育委員会教育長

野　島　　正　也○○＊ 学校法人文教大学学園理事長
前文教大学学長　

◎座長、○副座長、○＊ワーキングチームリーダー、＊ワーキングチーム委員
（五十音順、職業等は開催時のもの）
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４  第１２６号議案「第３期埼玉県教育振興基本計画の策定について」に対する修正案

区　分 原 案 修 正 案 修正理由

１９
ページ 第１章 ４（１）

エ 教職員の資質・能力の向
上
　確かな学力や豊かな心、
健やかな体を育成していく
ためには、学校教育の質の
向上を図ることが 不 可欠
であり、その担い手となる
教職員の資質・能力の向上
を積極的に図っていくこと
が求められます。具体的に
は、優秀な教職員の確保や
教職員研修の充実、服務上
の問題への対応、学校にお
ける働き方改革の推 進な
ど、多角的な取組が求めら
れます。

エ 教職員の資質・能力の向
上
　確かな学力や豊かな心、
健やかな体を育成していく
ためには、学校教育の質の
向上を図ることが 不 可欠
であり、その担い手となる
教職員の資質・能力の向上
を積極的に図っていくこと
が求められます。具体的に
は、優秀な教職員の確保や
教職員研修の充実、服務上
の問題への対応、学校にお
ける働き方改革の推 進な
ど、多角的な取組が求めら
れます。
　他方、教職員によるわい
せつ行為や飲酒運転などの
不祥事が相次いで発生して
おり、また教科書採択の謝
礼問題などが発覚している
ことから、これら不祥事根
絶に向けた取組を推進し、
県民からの信頼回復に努め
ていく必要があります。
　また、平成３０年（２０１８
年）８月に障害者雇用率の
算定に当たり不適切な数値
計上を行っていたこと、同年
９月に再算定した障害者雇
用率が１．６６％（平成３０年
（２０１８年）６月１日現在）
であり法 定 雇 用率２．４％
を達成していないことが明
らかとなりました。これらの
反省に立ち、障害者雇用を
推進し、平成３２年（２０２０
年）１２月３１日までに法定
雇用率を達成する必要があ
ります。

　相次いで発生する
教職員による不祥事
の問題、教科書採択
の謝礼問題、障害者
雇用水増し問題は、
社会的にも本県教育
行政においても大き
な問題である。
　このため、教職員
に よる 不 祥 事 の 根
絶、教科書採択の公
正性・透明性の確保
及び障害者雇用の推
進については、本県
教育行政の根幹を定
める重要な基本計画
である本計画の総論
部分の取り組むべき
課題に記載すべきで
ある。
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７５
ページ 第２章 ５（１）

ウ 主な取組
（略）

ウ　障害者雇用の推進
　障害のある教職員が
働きやすい学校環境の
整 備を推 進 するととも
に、障害者の雇用の促進
等に関する法律を踏まえ
た障害者雇用に取り組み
ます。

ウ 主な取組
（略）

ウ　障害者雇用の推進
ａ　障害者が事務補助

等を行う「チャレンジ
雇用」・「チームぴかぴ
か」の拡充や、事務集
約オフィスの新設等を
行い、障害者の雇用を
計画的に拡大します。

ｂ　障害のある教職員
の執務環境や勤務条
件 に配 慮 するととも
に、サポートする支援
員の配置を拡大するな
ど、障害者が働きやす
い環境の整備を図りま
す。

ｃ　全ての教職員が障害
者に対する理 解を深
め、周囲が障害のある
教職員を温かくサポー
トできる職場となるよ
う、教職員を対象とし
た研修を実施します。

ｄ　障害者を対象とした
教員の募集・採用選考
試験の方法の工夫・改
善や、障害のある教員
の配置 拡 大に向けた
環境整備を図るととも
に、特別支援学校にお
いて職 業 教育の幅を
広げる取組を推進しま
す。

　障害者雇用水増し
問題を受けて設置さ
れた障害者雇用推進
委員会での検討結果
を踏まえ、障害者雇
用の推進に向けた取
組を記載すべきであ
る。
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区　分 原 案 修 正 案 修正理由

８４
ページ 第２章 ６（１）

ア 現状と課題
（略）

　加えて、体罰や暴言によ
る指導をはじめ、不適切な
指導や服務上の問題に対し
ては、根絶に向けて予防を
図るとともに、そうした事案
が起きた場合には、厳正な
人事管理により対応するこ
とが求められています。

ア 現状と課題
（略）

　加えて、体罰や暴言によ
る指導をはじめ、不適切な
指導や服務上の問題に対し
ては、根絶に向けて予防を
図るとともに、そうした事案
が起きた場合には、厳正な
人事管理により対応するこ
とが求められています。
　教職員による不祥事が
相次いでおり、平成２８年度
（２０１６年度）の不祥事に
よる懲戒処分件数は３５件
と直近５年で最多となるな
ど、県民、とりわけ児童生
徒やその保護者、地域住民
の信頼を著しく損なう深刻
な事態となっています。不
祥事根絶に向けた取組を推
進し、県民からの信頼回復
に努めていかなければなり
ません。
　さらに、教員が教科書採
択前に事前に教科書を閲覧
し、謝礼を受け取っていた
問題が発覚し、教科書採択
の公正性・透明性に疑念を
生じさせる大きな問題とな
りました。教科書の採択権
者である教育委員会はその
権限と責任を自覚し、教科
書採択を公正かつ適正に
行わなければなりません。

　教職員による不祥
事が後を絶たず、不
祥事根絶に向けた取
組を推進しなければ
ならないことは大き
な課題であることか
ら、現状と課題に記
載すべきである。
　あわせて、教科書
採択謝礼問題を受け
て平成２８年１０月に
教科書採択に関する
ガイドラインを策定
することとなったこと
は大きな課題である
ことから、現状と課
題に記載すべきであ
る。

　さらに、教職員の心や身
体の健康の保持増進など
教職員を支援することが必
要です。

　また、教職員の心や身体
の健康の保持増進など教
職員を支援することが必要
です。

８５
ページ 第２章 ６（１）

イ 施策の方向性
（略）

イ 施策の方向性
（略）

カ 「不祥事根絶アクショ
ンプログラム」に掲げた
取組の推進など、教職員
による不祥事の根絶を図
ります。

キ 教職員に対し、ガイドラ
イン「質の高い教科書の
実現と教科書採択の公正
性・透明性を高めるため
に」の徹底を図ります。

　 教 職 員 に よる 不
祥事の根絶を図るた
めの取組を推進する
ことを、施策の方向
性に記載すべきであ
る。
　また、あわせて、教
科書採択に関するガ
イドラインの徹底を
図る旨を、施策の方
向性に記載すべきで
ある。

カ 教職員の心身の健 康
の保持増進を図るなど教
職員を支援するための取
組を進めます。

ク 教職員の心身の健 康
の保持増進を図るなど教
職員を支援するための取
組を進めます。
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８７
ページ 第２章 ６（１）

ウ 主な取組
（略）

ク 教職員の心身の健 康
の保持増進

（略）
ケ 学校で発 生する諸問

題への指導・助言
（略）

ウ 主な取組
（略）

ク 教職員による不祥事の
根絶に向けた取組の推
進
ａ　教員として採用する

前の教 員養成の段階
において、倫理観の視
点に立った出前講座や
ロールプレイング演習
等を実施し、教員志望
者の倫理観の確立を
図ります。

ｂ　教員採用時におい
て、評定項目に倫理観
を明示し面接試験を実
施するなど、教員採用
選考試験の工夫・改善
を図ります。

ｃ　チェックシートを活
用するなど、嗜

し

癖に起
因する不祥事を未然に
防止する取組を推進し
ます。

ｄ　管理職や管理職候
補者を対象に、不祥事
対策やリスクマネジメ
ント等をテーマとした
管理職研修プログラム
を実施し、不祥事を未
然に防止する研修を実
施します。

ｅ　不祥事根絶のため
の研修について、不祥
事の内容に応じて研修
の内容や手法の工夫・
改善を行い、教職員の
倫理観の向上を図りま
す。

ケ 教科書採択の公正性・
透明性の確保
　教職員及び教育委員
会は、機会及び期間を問
わず、教科書発行者から
一切の金品・歳暮を受け
取らず、一切の供応を受
けないとするガイドライ
ンの遵守を徹底します。

コ 教職員の心身の健 康
の保持増進

（略）
サ 学校で発 生する諸問

題への指導・助言
（略）

　教職員による不祥
事の根絶に向けて取
組を推進することを、
主な取組に記載すべ
きである。
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区　分 原 案 修 正 案 修正理由

８９
ページ 第２章 ６（２）

ウ 主な取組
（略）

カ 障害者雇用の推進（再
掲）
　障害のある教職員が
働きやすい学校環境の
整 備を推 進 するととも
に、障害者の雇用の促進
等に関する法律を踏まえ
た障害者雇用に取り組み
ます。

ウ 主な取組
（略）

カ 障害者雇用の推進（再
掲）
ａ　障害者が事務補助

等を行う「チャレンジ
雇用」・「チームぴかぴ
か」の拡充や、事務集
約オフィスの新設等を
行い、障害者の雇用を
計画的に拡大します。

ｂ　障害のある教職員
の執務環境や勤務条
件 に配 慮 するととも
に、サポートする支援
員の配置を拡大するな
ど、障害者が働きやす
い環境の整備を図りま
す。

ｃ　全ての教職員が障害
者に対する理 解を深
め、周囲が障害のある
教職員を温かくサポー
トできる職場となるよ
う、教職員を対象とし
た研修を実施します。

ｄ　障害者を対象とした
教員の募集・採用選考
試験の方法の工夫・改
善や、障害のある教員
の配置 拡 大に向けた
環境整備を図るととも
に、特別支援学校にお
いて職 業 教育の幅を
広げる取組を推進しま
す。

　障害者雇用水増し
問題を受けて設置さ
れた障害者雇用推進
委員会での検討結果
を踏まえ、障害者雇
用の推進に向けた取
組を記載すべきであ
る。
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１４２
ページ 第３章 ３

【指標】

ア 施策１７
教職員の資質・能力の向上
　「主体的・対話的な深い
学び」の実施状況（再掲）
ア 「主体的・対話的な深

い学び」に関する研修を
受講し授業を行った教員
数（※）（再掲）

（略）
イ 協調学習マイスターに

よる研 修 等 の回 数（再
掲）

（略）

ア 施策１７
教職員の資質・能力の向上
ア 「主体的・対話的な深

い学び」の実施状況（再
掲）
ａ 「主体的・対話的な

深 い 学 び」に 関 する
研 修を受講し授 業を
行った教員数（※）（再
掲）

（略）
ｂ　協調学習マイスター

による研 修 等の回数
（再掲）

（略）
イ 教職員の懲戒処分件

数
現状値（平成２９年度）

２３件（うち管理職　３件）
目標値（平成３１年度～

平成３５年度の各年度）
０件（うち管理職　０件）

　平成３０年７月に
「 不 祥 事 根 絶 アク
ションプログラム」
を策定し、教職員に
よる不祥事の根絶に
向けた取組を進めて
おり、その取組の進
捗状況を把握するた
め、指標として、現状
値及び目標値を定め
るべきである。
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本編中、 で記した用語の解説をしています。

行 用　語 説　明 頁

あ

ＩｏＴ

Internet of Things（モノのインターネット）の略で､あらゆるモノが
インターネットにつながっている状況､あるいはその技術を指す。
例えば､ＩｏＴにより､家庭ではテレビやエアコンなどの家電製品
がインターネットにつながることで外出先から操作が可能になった
り､生産現場では産業機械の部品を作る装置がインターネットにつ
ながることで全体の管理が可能となり､生産ラインの停止時間が縮
減されるなど生産の効率化が期待されている。

14、23、
44、64、94

ＩＣＴ
Information and Communication Technology（情報通信技術）の
略。情報（information）や通信（communication）に関する技術の
総称。

14、15、40、
42、45、66、
75、89、94、

95、109、
111、136、

143

アナフィラキシー

アレルギー反応により､じんましんなどの皮膚症状､腹痛や嘔
おう

吐な
どの消化器症状､呼吸困難などの呼吸器症状が､複数同時にかつ
急激に出現した状態のこと。特に血圧が低下して意識の低下や脱
力を来すような場合を､アナフィラキシーショックと呼ぶ。

59

アントレ プ レ ナ ー
シップ

「起業家精神」､「イノベーションによって機会を見いだし､事業を成
功させる行動体系」などと訳される。 44、45

いじめ 防 止 対 策 推
進法

平成２５年（２０１３年）９月に施行され､いじめの防止などの対策
を総合的かつ効果的に推進するための基本的な事項を定めてい
る。基本的な事項として､地方公共団体には「地方いじめ防止基本
方針」策定の努力義務､学校に対しては「学校いじめ防止基本方針」
策定や「いじめの防止等の対策のための組織」設置の義務などを
規定している。

52、53

ＥＢＰＭ Evidence-Based Policy Makingの略。客観的な根拠に基づく政策立
案のこと。 132

インクルーシブ教育
システム

障害者が精神的及び身体的な能力などを最大限度まで発達させ､
自由な社会に参加することを可能とするための､障害のある者と障
害のない者が共に学ぶ仕組みであり､障害のある者が教育制度一
般から排除されないこと､自己の生活する地域において初等中等
教育の機会が与えられること､個人に必要な「合理的配慮」が提供
されることなどが必要となる。

72

インターンシップ
生徒が企業などの職場で体験的に働き､職業や仕事の実際につい
て学ぶとともに働く人々との関わりを持つことで､勤労観・職業観､
社会性を養い､自己の将来の生き方・在り方の意識を高める取組。

66、139

ＡＩ Artificial Intelligenceの略。人工知能のこと。 14、23、
44、64、94

ＥｄＴｅｃｈ 教育分野における､ＡＩ・ビッグデータ等の新しいテクノロジーを
活用したあらゆる取組。 14

親の学習
家庭の教育力の向上を目指して行われる学習。中学生・高校生対象
の「親になるための学習」と親対象の「親が親として育ち､力をつけ
るための学習」がある。

9、10、
100、101、
129、144
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あ

オリンピック・パラリ
ンピック教育

オリンピック・パラリンピックを題材にして､① スポーツの意義や価
値等に対する国民の理解・関心の向上､② 障害者を含めた多くの
国民の幼少期から高齢期までの生涯を通じたスポーツへの主体的
な参画（「する」､「見る」､「支える」､「調べる」､「創る」）の定着・拡大､
③ 児童生徒をはじめとした若者に対する､これからの社会に求め
られる資質・能力等の育成を推進することを目的とした教育活動。
なお､本県では､ラグビーワールドカップ２０１９が開催されること
を踏まえ､ラグビー精神はオリンピック・パラリンピック教育の考え
方と合致するものであることから､双方を一体的に捉えて取組を進
めている。

43、60、61

か

学習指導要領

文部科学省が定める､各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する
際の基準のこと。全国のどの地域で教育を受けても一定の水準の
教育を受けられるよう､各教科などの目標や大まかな教育内容を定
めるものであり､昭和３３年以降､ほぼ１０年ごとに改訂されてい
る。

53、69、
105

学習方略 「計画的に学習する」や「苦手でも頑張る」等の学習方法や態度。 4

学校応援団 学校における学習活動､安全確保､環境整備などについて､ボラン
ティアとして協力・支援を行う保護者・地域の住民による活動組織。

2、9、10、
23、102、

104、105、
128、130、

144

学校図書館図書標
準

平成５年（１９９３年）３月に定められた公立義務教育諸学校の学
校図書館に整備すべき蔵書の標準。 94

学校の活性化・特色
化方針

教育課程の特徴や特色のある学校行事､入学者選抜情報等のほか､
入学してから卒業するまでの育成方針を生徒の「成長物語」として
紹介し､入学を希望する生徒が自分の特性に合った学校を選択で
きることを目的として策定。

91､143

学校評価／学校関
係者評価

学校教育法第４２条等を根拠とする評価制度。小学校などは､「教
育活動その他の学校運営の状況について評価を行い､その結果に
基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより､
その教育水準の向上に努めなければならない」とされており､学校
の教職員による評価（自己評価）､保護者など学校関係者による評価

（学校関係者評価）のほか､学校運営に関する外部の専門家などに
よる評価（第三者評価）がある。

88、89、
97、144

学校ファーム
小・中学校に農園を設置し､児童生徒が農業体験活動を通じて､生
命や自然､環境や食物などに対する理解を深めるとともに､情操や
生きる力を身に付けることを狙いとした取組。

51

カリキュラム・マネ
ジメント

各学校において､児童生徒や学校､地域の実態を適切に把握し､教
育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な
視点で組み立てていくこと､各学校が教育課程（カリキュラム）の実
施状況を評価してその改善を図っていくこと､各学校において教育
課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその
改善を図っていくことなどを通して､教育課程に基づき組織的かつ
計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと。

41

キャリア教育
一人一人の社会的・職業的自立に向け､必要な基盤となる能力や
態度を育てることを通して､社会の中で自分の役割を果たしながら､
自分らしい生き方の実現を促す教育。

25、64、
65、66、
73、75、

130
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か

教 育 支 援 センター
（適応指導教室）

不登校児童生徒等に対する指導を行うために教育委員会及び首長
部局が､教育センター等学校以外の場所や学校の余裕教室等にお
いて､学校生活への復帰を支援するため､児童生徒の在籍校と連携
を取りつつ､個別カウンセリング､集団での指導､教科指導等を組織
的､計画的に行う組織として設置したもの。

77

共生社会
障害を理由とする差別を解消し､障害者と障害者でない者とが分け
隔てられることなく､相互に人格と個性を尊重し合いながら､地域の
中で共に手を取り合って暮らすことのできる社会。

25、72、
73、74、

122

協調学習
学習者一人一人の多様な考え方を生かす学びの在り方で､学習者
自身が主体的に学びに参加し､話し合い､お互いの関わりの中で考
えを統合して自らの理解を深める学習形態。

2、8、23、
40、41、

69、130、
135、142

県民スポーツの日

スポーツに対する県民の関心と理解を一層深めるとともに､県民全
体でスポーツに関する取組を推進し､もって明るく健康で豊かな県
民生活の実現を図るために設定した日。平成１６年（２００４年）３
月に､６月の第１日曜日を「県民スポーツの日」として制定。

123

高校生のための学
びの基礎診断

義務教育段階の学習内容を含めた高校生に求められる基礎学力
の確実な習得と高校生の学習意欲の喚起を図るため､高等学校段
階における生徒の基礎学力の定着度合いを測定する民間の試験
等を文部科学省が一定の要件に適合するものとして認定する仕組
み。

41

高大接続改革

グローバル化の進展､技術革新､国内における生産年齢人口の減
少などに伴い､予見の困難な時代の中で新たな価値を創造してい
く力を育てるために､高等学校教育､大学教育､大学入学者選抜を
通じて学力の３要素（１．知識・技能､２．思考力・判断力・表現力､
３．主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）を確実に育
成・評価するという三者の一体的な改革のこと。

41

交流及び共同学習

障害のある子供と障害のない子供が一緒に参加する学習形態のこ
と。障害のある子供の自立と社会参加を促進するとともに､社会を
構成する様々な人々と共に助け合い支え合って生きていくことを学
ぶ機会となり､ひいては共生社会の形成に役立つもの。

74

子育ての目安「３つ
のめばえ」

小学校入学までに子供たちに身に付けてほしいことを､「生活」「他
者との関係」「興味・関心」の視点から､本県が独自に取りまとめたも
の。

47、100、
101

古典の日

平成２４年（２０１２年）９月に「古典の日に関する法律」が公布・施
行され､国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるように
するため､１１月１日が古典の日として定められた。古典の日の日
付は､「紫式部日記」によって源氏物語の存在が確認できる最古の
日付である寛弘５年（１００８年）１１月１日に由来。

117

子ども・子育て支援
新制度

平成２４年８月に成立した「子ども・子育て支援法」などの子ども・
子育て関連３法に基づく制度のこと。保護者が子育てについての
第一義的責任を有するという基本的認識の下に､幼児期の学校教
育・保育､地域の子供・子育て支援を総合的に推進するもの。

46

子ども大学

地域の大学やＮＰＯ､青年会議所などが連携して子供（小学校４～
６年生）の知的好奇心を刺激する学びの機会を提供するもの。もの
ごとの原理やしくみを追求する「はてな学」､地域を知り郷土を愛す
る心を育てる「ふるさと学」､自分を見つめ人生や将来について考え
る「生き方学」の３分野の講義を基本に､学校とは一味違った課題
を取り上げて､大学教授や地域の専門家が教えるもの。

11、109、
113、130
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か
コミュニティ・スクー
ル

保護者や地域住民などから構成される学校運営協議会を設置し､
学校運営の基本方針を承認したり､教育活動などについて意見を
述べ､学校と保護者や地域の住民が共に知恵を出し合いながら､児
童生徒の豊かな成長を支えていく仕組み。

89、105、
142、144

さ 埼玉教育の振興に
関する大綱

平成２７年（２０１５年）１２月に埼玉県総合教育会議で策定され
た､本県の教育､学術及び文化､スポーツの振興に関する根本的な
方針。

2

埼 玉 県 いじめ の 防
止等のための基本
的な方針

いじめ防止対策推進法第１２条の規定に基づき､いじめの防止等
のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定した基
本的な指針。

52

埼玉県学力・学習状
況調査

本県の子供たちの学力や学習状況を把握するための調査で､小学
校４年生から中学校３年生を対象としたもの。学習内容の定着度
や一人一人の学力の伸びを把握することで､教育施策や指導の改
善を図る。この調査では､学力のほか､自制心､自己効力感､勤勉性､
やり抜く力などの非認知能力についても調査をしている。

2、4、5、18、
23、25、
36、37、
51、86、

128、130、
134、136

埼玉県家庭教育アド
バイザー

県が実施する家庭教育支援や子育て支援に関する研修を修了し､
「親の学習」の指導者として県に登録している者。

9、101、
144

埼玉県産業教育フェ
ア

職業教育を主とする専門高校（農業・工業・商業・家庭・看護・福祉）
の日頃の学習成果の発表と県民との交流を通じて産業教育につい
ての関心と理解を高めることを目的とした催し。産業界､高等教育
機関などとの連携を更に深め､生徒・教員の技術力､創造性や課題
解決能力の向上を図る学習の機会でもある。

67

埼玉県文化芸術振
興計画

平成２１年（２００９年）７月に施行された「埼玉県文化芸術振興基
本条例」に基づき､県の文化芸術振興施策の総合的かつ計画的な
推進を図るために策定された計画。

116

埼玉の子ども７０万
人体験活動

子供の社会力と豊かな人間性の育成を図るため､全ての小･中･高
校生に対する体験活動の機会を充実させる取組。 50、128

彩の国教育の日・彩
の国教育週間

県民の教育に対する関心と理解を深めるとともに､学校・家庭・地
域の連携の下､県民が一体となって教育に関する取組を推進する
契機となるよう定めた日及び週間。１１月１日が「彩の国教育の日」､
１１月１日から７日までが「彩の国教育週間」。

103、104

彩の国の道徳

児童生徒の豊かな心を育むために､平成２１年度（２００９年度）に
県独自の道徳教育教材資料集として作成したもの。全５種類で小
学校版３種（低・中・高学年）､中学校版､高等学校版がある。平成
２４年（２０１２年）３月には東日本大震災を題材とした新たな道徳
教育指導資料集「彩の国の道徳『心の絆』」を作成した。

51

三ない運動

昭和５６年２月に制定された「自動二輪車等による事故・暴走行為
等防止指導要項」にある､特別の事情による場合以外は､高等学校
在学中の自動二輪車等の運転免許の取得､自動二輪車等の購入及
び乗車を認めないという方針。

92

支援籍

障害のある児童生徒が在籍する学校又は学級以外で､必要な学習
活動を行うために置く本県独自の学籍。例えば､特別支援学校に在
籍する児童生徒が居住地の小・中学校に「支援籍」を置くことにより､
同じ学校のクラスメイトとして一定程度の学習活動を行うことがで
きる。

72、74
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さ
事件事故発生マップ

過去に県内で発生した交通事故や子供を狙った不審者情報などの
発生地点を､ホームページ上において学校名などの目標物から検
索､確認することができるもの。

93

持続可能な開発の
た め の 教 育（ Ｅ Ｓ
Ｄ）

持続可能な社会づくりの担い手を育むため､地球規模の課題を自
分のこととして捉え､その解決に向けて自分で考え行動を起こす力
を身に付けるための教育。ＥＳＤは､Education for Sustainable 
Developmentの略。

43、69

持続可能な社会
「環境｣｢経済｣｢人間社会」のバランスが取れた社会。すなわち､有限

な地球環境の中で､環境負荷を最小にとどめ､資源の循環を図りな
がら､地球生態系を維持できる社会のこと。

21、68

児童虐待

保護者（親権を行う者､未成年後見人その他の者で､児童（１８歳
に満たない者）を現に監護する者をいう。）がその監護する児童に
対し､殴る､蹴るなどの身体的虐待､性的虐待､衣食住の世話を行わ
ないなどのネグレクト（養育放棄）及び心理的虐待を行うこと。

54、55

社会に開かれた教
育課程

教育課程を通して､これからの時代に求められる教育を実現してい
くため､よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を
学校と社会とが共有し､それぞれの学校において､必要な学習内容
をどのように学び､どのような資質・能力を身に付けられるようにす
るのかを教育課程において明確にしながら､社会との連携及び協
働をすること。

18、130

主権者教育

政治の仕組みについて必要な知識の習得のみならず､主権者とし
て社会の中で自立し､他者と連携・協働しながら､社会を生き抜く力
や地域の課題解決を社会の構成員の一員として主体的に担う力を
育む教育。

25、69

主体的・対話的で深
い学び

主体的な学びとは､学習活動を見通し､振り返り､課題を解決してい
こうとすること。対話的な学びとは､学び合い等､他者と協働するこ
と等によって､多様な見方・考え方を学ぶこと。深い学びとは､見方・
考え方を働かせて､自分自身の次の課題を見つけること。

4、8、25、
41、45、
94、95

小１プロブレム

自制心や耐性､規範意識が十分に育っていないことから学校生活
に適応できず､小学校１年生などの教室において､学習に集中でき
ない､教員の話が聞けずに授業が成立しないなどの状況が見られ
ること。

46、52、53

障害者の権利に関
する条約

障害者の尊厳､自律及び自立､差別されないこと､社会参加などを
一般原則として規定し､障害者に保障されるべき個々の人権及び
基本的自由について定めた上で､これらを確保し促進するための
措置を締約国が取ることなどを定めている条約。日本は平成２６年

（２０１４年）１月に批准。

72

障害を理由とする差
別の解消の推進に
関する法律

全ての国民が､障害の有無によって分け隔てられることなく､相互
に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け､障
害を理由とする差別の解消を推進することを目的として平成２８年

（２０１６年）４月に施行された。

72

情報活用能力

情報及び情報手段を主体的に選択し､活用していくための個人の
基礎的資質。プログラミング的思考やＩＣＴを活用する力を含む､
言語能力や問題発見・解決能力と同様に､教科等の枠を越えて､全
ての学習の基盤として育まれ活用される資質・能力。

41、44、
45、94、

136、143

消費者市民社会
消費者一人一人が､自分だけでなく周りの人々や､将来生まれる
人々の状況､内外の社会経済情勢や地球環境にまで思いを馳せて
生活し､社会の発展と改善に積極的に参加する社会。

68
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さ
職業教育 一定又は特定の職業に従事するために必要な知識､技能や態度を

育てる教育。

25、64、
65、66、

73、75、89

人事評価制度
年度当初に教職員自らが掲げた目標についての達成状況及び職務
遂行の過程で発揮された能力や執務姿勢を総合的に評価し､資質
能力の向上を図る仕組み。

84、85、87

人生１００年時代
多くの人が１００年以上生きることが当たり前となる時代。海外の
研究によれば､２００７年に日本で生まれた子供については､１０７
歳まで生きる確率が５０％もある。

14、21、
23、108、

110、112、
130

ス ク ー ル ガ ード・
リーダー

学校などを巡回し､学校安全体制及び学校安全ボランティアの活動
に対して専門的な指導を行う者。 93

ＳＴＥＭ教育 科学（Science）・技術（Technology）・工学（Engineering）・数学
（Mathematics）の頭文字を取った理工系教育の総称。 14

生活習慣病

食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの生活習慣が深く関与し､発
症の原因となる疾患の総称。がん・脳血管疾患・心疾患､更に脳血
管疾患や心疾患の危険因子となる動脈硬化症・糖尿病・高血圧症・
脂質異常症などはいずれも生活習慣病であるとされている。

59

性的マイノリティ
身体の性別と性自認（性別に関する自己意識のこと）が一致しない
者や､性的指向が同性や両方の性に向かう者などの性的少数者。セ
クシュアルマイノリティとも言う。

16、54、55

ＣＥＦＲ

Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning, teaching, assessment。「ヨーロッパ言語参照枠」を指す。
語学シラバスやカリキュラムの手引の作成､学習指導教材の編集､
外国語運用能力の評価のために､透明性が高く､包括的な基盤を
提供するものとして､２００１年に欧州評議会（Council of Europe）
が発表した。

136

全国学力・学習状況
調査

文部科学省が実施する､全国的に子供たちの学力・学習状況を把
握するための調査。小学校６年生及び中学校３年生を対象として
いる。

5、36、
134、135、

138

専門高校拠点校

高度な知識・技能を身に付けた専門的職業人の育成に向け､地元
企業や研究機関などと連携して先進的な取組を行うとともに､大学
など高等教育機関への進路選択も実現し､継続して専門性を深め
ていくことができる専門高校。

67、91

総 合 型 地 域スポー
ツクラブ

学校体育施設や公共体育施設などを拠点とし､多種目・多世代・多
志向で構成し､地域住民が主体となって運営する形態のスポーツク
ラブ。

11

相対的貧困

一定基準（貧困線）を下回る等価可処分所得しか得ていない者。貧
困線とは､等価可処分所得（世帯の可処分所得（収入から税金・社
会保険料等を除いたいわゆる手取り収入）を世帯人員の平方根で
割って調整した所得）の中央値の半分の額。

15、78
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た
多 様 な 働き方 実 践
企業

仕事と子育てなどの両立を支援するため､短時間勤務やフレック
スタイムなど複数の働き方を実践することで､女性が生き生きと働
き続けられる環境づくりを行っている企業のこと。埼玉県が認定を
行っている。

101

地域学校協働活動

地域の高齢者､成人､学生､保護者､ＰＴＡ､ＮＰＯ､民間企業､団
体・機関等の幅広い地域住民等の参画を得て､地域全体で子供た
ちの学びや成長を支えるとともに､「学校を核とした地域づくり」を
目指して､地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う
様々な活動。

21、103、
104

地 域 子 育て支 援 拠
点

子育て中の孤立感､負担感を緩和するため､子育て親子の交流促
進､育児不安に対する相談指導及び情報提供など､子育てに関する
様々な援助活動を行う拠点。

9、47、101

地域若者サポートス
テーション

働くことに悩みを抱えている１５歳から３９歳までの若者に対し､
キャリア・コンサルタントなどによる専門的な相談､コミュニケー
ション訓練などによるステップアップ､協力企業への就労体験など
により､就労に向けた支援を行っている。

77

知識基盤社会 新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる
領域での活動の基盤として飛躍的に重要性の増す社会。 41、45

超スマート社会
（Society5.0）

①狩猟社会､②農耕社会､③工業社会､④情報社会に続く､人類史
上５番目の新しい社会で､サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空
間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより､経済発展と社会
的課題の解決を両立する､人間中心の社会。

14、23、44

通級指導教室

小・中学校の通常の学級に在籍している､言語障害､自閉症､情緒障
害､弱視､難聴､学習障害､注意欠陥多動性障害などの障害がある
児童生徒のうち､比較的障害の程度が軽度である児童生徒に対し
て､各教科などの指導は主として通常の学級で行い､個々の障害の
状態に応じた特別の指導（「自立活動」及び「各教科の補充指導」）
を行う場のこと。

74

東京２０２０オリン
ピック・パラリンピッ
ク競技大会

２０２０年夏季に東京及びその周辺で開催されるオリンピック・パ
ラリンピック大会。オリンピックは２０２０年７月２４日（金）～８月
９日（日）の日程で､パラリンピックは２０２０年８月２５日（火）～
９月６日（日）の日程で開催される。埼玉県でもオリンピック４競技

（バスケットボール､サッカー､ゴルフ､射撃）とパラリンピック１競
技（射撃）が開催される。

11、42、
43、60、

61、116、
117、119、
122、124

特別支援学校のセ
ンター的機能

特別支援学校が､その専門性を生かし､地域の小・中学校などに在
籍する障害のある児童生徒などへの指導に対する支援を行うなど､
その地域における特別支援教育の中核的な役割を担う働き。

75

な

認定こども園

幼稚園や保育所のうち､①就学前の子供に幼児教育・保育を提供す
る機能と②地域における子育て支援を行う機能を備えた施設につ
いて､設置者の申請に基づき知事が認定するもの。幼稚園と保育所
の両方の機能を併せ持つため､保護者が働いている､いないにか
かわらず利用できる。

9、46、47、
81、100、

101、105、
137

は

発達障害

自閉症､アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害､学習障害
（ＬＤ）､注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）その他これに類する脳

機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの
として法令で定めるもの。

16、74
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は

ビッグデータ

ＩＣＴの進展により､生成・収集・蓄積等が可能かつ容易となった
多性多量のデータの概念。近年､ＩｏＴやセンサー技術等の発達
により大量に生み出されているデータを収集・分析することができ
るようになってきた。単独では一見価値を生み出さないようなデー
タであっても､大量に集めて分析することによって新たな知見を得
られることがあり､ビッグデータ活用の取組が盛んになってきてい
る。

23、44、
64、94

ＰＤＣＡ 企画（Ｐｌａｎ）→実施（Ｄｏ）→評価（Ｃｈｅｃｋ）→改善（Ａｃｔｉｏｎ）
の４段階を繰り返すマネジメントサイクルのこと。 5、132

非認知能力

認知能力ではない能力全般。本県の調査では､自制心（イライラし
ない､心の平静を保てるなど）､自己効力（自分への自信､自己肯定
力など）､勤勉性（やるべきことをやるなど）､やり抜く力（粘り強い､
根気があるなど）などのこと。

4

ふれあいデー

教職員のワーク・ライフ・バランスに取り組むため､原則として部活
動も休養日とするなど､教職員の定時退勤を促す日。平成２７年度
からさいたま市を除く県内すべての公立学校で､原則として毎月
２１日に実施している。

89

プログラミング教育

子供たちに､コンピュータに意図した処理を行うように指示するこ
とができるということを体験させながら､将来どのような職業に就く
としても､時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミ
ング的思考」などを育成すること。

45

ヘイトスピーチ 特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動のこと。 55

保育所保育指針 厚生労働省が示す､保育所における保育の内容に関する事項及び
これに関連する運営に関する事項を定めた指針。 47

放課後子供教室
全ての子供を対象として､放課後や週末などに小学校の余裕教室
などを活用し､地域住民の参画を得て子供たちが共に勉強やス
ポーツ・文化活動､地域住民との交流活動などを行うもの。

102、105、
128

放課後児童クラブ
保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童に対し､授業の終
了後に適切な遊びや生活の場を提供し､その健全な育成を図るも
の。

105

ま

魅 力ある県 立 学 校
づくりの方針

少子高齢化や生産年齢人口の減少などにより社会や経済におけ
る活力の低下が予想される中､産業構造の変化などに対応すると
ともに､社会で活躍するための汎用的な資質・能力の育成などを
目指した今後の県立学校の教育の針路を示すために平成２８年

（２０１６年）３月に策定。県立学校に入学する生徒一人一人の能
力や特性に応じた自己実現を支援するとともに､将来の埼玉を担う
人材として育成することを目的とする。

90

や 幼稚園教育要領 文部科学省が示す､幼稚園における教育課程その他の保育内容に
ついての基準。 47

ら

ラグ ビ ー ワ ー ルド
カップ２０１９

２０１９年に日本国内で開催される第９回ラグビーワールドカップ。
大会は２０１９年９月２０日（金）～１１月２日（土）の日程で､熊谷
ラグビー場を含む全国１２の会場で開催される。

11、42、
43、60、

61、116、
117、119、
122、124
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